河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務仕様書

1. 業務名
河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務

2. 業務の目的
河内長野駅周辺には商業施設が集積しているものの、中心市街地としての求心力は年々低下している。特に長野商店街では、空き店舗や空き地の増加、アーケードの老朽化が顕著であり、都市の玄関口としてふさわしい魅力的な空間の再生が求められている。
本業務は、持続的なまちの再生を推進することを目的とし、地域のNPOや民間事業者など多様な主体が連携する「エリアプラットフォーム」の構築を進め、地域の課題解決や魅力創出に向けた協働体制を整備する。

3. 業務期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

4. 業務対象地域
本業務では、河内長野駅周辺を対象とした約４０ha（下図の破線（赤色）で囲まれた地域）とするが、本業務においてヒアリングを行う関係者の意向や地域活動等を踏まえ、エリアの拡大や縮小について柔軟に対応する。
なお、黄色の線で囲まれた河内長野駅前エリアについては、最重要エリアとして特に重点的に議論を進める。
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５．業務体制
　 受託者は、本業務に必要な人員を配置し、統括責任者を定めること。
　 統括責任者は、各業務の適正な執行を管理し、事業提案の達成水準を確保するとともに、地元関係者、団体、民間事業者等との関係を構築し、事業全体を円滑に進める役割を担うものとする。なお、関係の構築にあたっては、地域のこれまでの取り組み等をよく理解、尊重し、良好な信頼関係の形成に努めるものとする。

６．業務内容
本業務の内容は、次の（1）〜（8）のとおりとする。

(1) 業務計画書の作成
市との協議を踏まえて、エリアプラットフォーム構築に向けた業務計画書を作成する。（工程表を含む。）

(2) エリアプラットフォームの構築支援
（ア）関係者へのヒアリング
　　　　市が提示した商店街関係者、民間事業者、団体等へのヒアリングを行い、趣旨説明およびエリアプラットフォームへの参画意向の確認を行う。
ただし、必要な関係者が不足すると判断した場合は、受託者は追加対象者を提案しなければならない。
　
（イ）エリアプラットフォーム検討会議の設置および実施
 　 　対象エリアの特性や関係者の意向等を踏まえ、望ましいプラットフォームのあり方や組成へのステップ、運営方法等について協議するエリアプラットフォーム検討会議を設置する。その構成員は上記（２）（ア）でヒアリングを行い参加意向を示した者によるものとする。  
参加者間で合意形成を図り、下記（２）（ウ）の完了をもってエリアプラットフォームが構築されたものとする。
なお、会議室については市所有の施設又はそれに類する施設を使用し、費用の節減に努めること。
また、学識経験者および専門人材等に対する謝金については、希望する者がいる場合、委託者と協議の上、委託費から支払うものとする。

（ウ）エリアプラットフォームの規約（案）及び構成員名簿の作成
エリアプラットフォームの規約（案）及び構成員名簿を作成し、市および関係
者の了承を得て確定する。

(3)エリアプラットフォーム会議の実施
エリアプラットフォーム構築後は、構成員によるエリアプラットフォーム会議を月１回程度開催し、地域課題の整理、将来像の共有、具体的な取組案の検討等を行い、未来ビジョン（案）の方向性を整理する。

(4)データ収集・課題分析 
河内長野駅周辺地区の課題を把握するため、以下の調査・分析を実施する。
(1) 　 定量調査： 滞在者数、平均滞在時間、イベント参加者数等。
(2) 　 定性調査： 商店街やノバティながの利用者アンケート・来訪者ヒアリング等
(3) 　 課題抽出： 本業務を通じて得られた知見を踏まえ、駅周辺地区の課題を整理   
し、エリアの方向性を提案する。
 
(5) 各種資料の作成
　　受託者は以下の資料を作成するものとする。
（1） 河内長野駅周辺地区における課題の整理に資するパース図
（2） エリアプラットフォームの方向性を共有するための簡易コンセプト図
（3） 河内長野駅周辺地区における各エリア（商店街、商業施設、都市計画道路・河内長野駅前線等）及び市有地（西條薬局跡地、ノバティ平面駐車場）について、周遊性の向上やエリア全体の活性化、価値向上に資する利活用案。
また、上記のほか、本業務の遂行に必要な資料については、適宜作成するものとする。

(6)未来ビジョン（案）の作成
令和９年度以降にエリアプラットフォームにおいて「未来ビジョン」を策定する計画であるため、本業務では河内長野駅周辺地区の課題解決や魅力創出について提案し、未来ビジョン（案）の作成を行なう。未来ビジョン（案）は短期的な目標、中長期的な目標を含めて作成する。

(7) 河内長野駅周辺地区にぎわい創出社会実験事業支援業務との協業
　　　河内長野市が委託予定している「河内長野駅周辺地区にぎわい創出社会実験事業支援業務（以下、「社会実験事業支援業務」という。）」の受託事業者と協業し、本業務における西條薬局跡地の活用案等を同支援業務にフィードバックできるよう連携を図ること。
なお、西條薬局跡地の定量調査や定性調査については社会実験事業支援業務の受託事業者が行うこととする。

(8)報告書の作成
(1)〜(7)に関する本業務の実施内容、データ分析結果等を取りまとめた報告書を作成する。

7. 安全管理・損害賠償
受託者は、業務遂行中に事故が生じた場合の責任を負い、第三者に損害を与えた場合は受託者の責任において処理すること。

8. 成果品
(1） 業務計画書（工程表を含む。）
(2） 実績報告書
エリアプラットフォームの規約、構成員名簿、関係者へのヒアリング記録、打ち合わせ記録、パース図、コンセプト図、各エリアおよび市有地の利活用案、未来ビジョン（案）等
(3） 上記を記録した電子データ（CD-R等）

9．打合せ等
(1） 委託者と受託者は業務を適正に遂行するため、適宜、打合せ・進捗報告を行うものとする。
(2） 仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

10.　その他
(1) 受託者は本業務に関する個人情報その他の機密を守り、外部に漏らしてはならない。
(2) 本業務の過程で知り得た情報や成果物を、本業務以外で使用してはならない。
(3) 本業務は国費補助事業であるため、国の委託事業事務処理マニュアル等を参考の上、適切に事務処理すること。
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